
（1）

咸
宜
園
蔵
書
の
形
成
と
管
理

鈴　

木　

理　

恵

（
受
理
日
二
〇
一
六
年
十
月
六
日
）

は
じ
め
に

　

か
つ
て
、
遠
く
に
遊
学
す
る
こ
と
を
「
笈
を
負
う
」
と
言
っ
た
。
笈
と
は
書
籍
を
入
れ

る
箱
で
、
そ
れ
を
背
負
っ
て
旅
に
出
た
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
学

問
に
書
籍
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
は
、
出
版
業
が
発
展
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

民
衆
で
も
版
本
を
購
入
し
て
学
問
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
や
は
り
書
籍

は
高
価
で
、
し
か
も
都
市
部
以
外
で
は
購
入
が
難
し
か
っ
た
。

　

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
に
広
瀬
淡
窓
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
た
漢
学
塾
咸
宜
園
は
、

北
部
九
州
の
中
央
に
あ
た
る
豊
後
国
日
田
に
位
置
し
な
が
ら
、
全
国
各
地
か
ら
入
門
者
を

集
め
た
。
遠
隔
地
か
ら
の
入
門
者
は
笈
を
背
負
っ
て
日
田
に
赴
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
淡
窓

は
、
教
育
方
法
に
種
々
の
創
意
工
夫
を
施
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
多
く
の
学
問
塾
が
一

代
限
り
で
廃
絶
し
て
い
っ
た
な
か
で
、
咸
宜
園
が
塾
主
を
交
替
し
な
が
ら
明
治
三
〇
年

（
一
八
九
七
）
ま
で
継
続
し
得
た
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
運
営

方
法
を
採
用
し
、
臨
機
応
変
に
改
良
を
加
え
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て

よ
く
知
ら
れ
る
の
は
、
三
奪
法
と
月
旦
評
に
よ
る
実
力
主
義
教
育
、
厳
格
な
塾
則
に
も
と

づ
く
寄
宿
生
活
、
漢
詩
重
視
で
あ
る
。
蔵
書
を
形
成
し
て
塾
生
に
閲
覧
の
便
を
図
っ
た
の

も
そ
の
一
環
で
あ
る
。

　

咸
宜
園
蔵
書
に
つ
い
て
は
、
杉
本
勲
、
横
山
伊
徳
の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
共
同
研
究
の
成

果
が
あ
る（
１
）。
蔵
書
目
録
が
中
村
幸
彦
や
井
上
敏
幸
ら
に
よ
っ
て『
広
瀬
先
賢
文
庫
目
録
』

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
２
）。
近
年
で
は
三
澤
勝
己
が
成
果
を
続
け
て
発
表
し
て
お
り

注
目
さ
れ
る
（
３
）。
し
か
し
、
咸
宜
園
蔵
書
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
管
理
さ
れ
た
の

か
と
い
っ
た
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
、
淡

窓
塾
主
時
代
末
期
の
弘
化
年
間
か
ら
、
明
治
初
期
の
第
四
代
塾
主
（
広
瀬
林
外
、
文
久
三

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

第
三
部　

第
六
五
号　

二
〇
一
六　

一
八
五

－

一
九
四

年
〜
明
治
五
年
の
塾
主
）
時
代
ま
で
を
対
象
に
、
蔵
書
の
形
成
や
管
理
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
次
い
で
そ
れ
以
降
の
時
期
を
対
象
に
、
蔵
書
の
保
管
維
持
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
咸

宜
園
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
林
外
が
死
去
し
、
第
五
代
塾
主
唐
川
即
定
が
辞
し

た
た
め
に
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
の
後
再
興
さ
れ
た
も
の
の
、
咸
宜
園
経
営
の
あ
り
方
に
は
同

年
を
境
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
同
年
に
画
期
を
置
く
。

　

本
稿
で
使
用
す
る
主
な
史
料
は
、
咸
宜
園
の
旧
蔵
書
と
そ
の
目
録
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

日
田
市
の
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
（
淡
窓
生
家
跡
）
の
先
賢
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
同
文
庫
の
史
料
は
、
広
瀬
家
蔵
書
（
家
宝
書
、
一
般
書
）
と
咸
宜
園
蔵
書
に
分
け
て

『
広
瀬
先
賢
文
庫
目
録
』に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
咸
宜
園
蔵
書
の
部
に
は
、咸
宜
園
蔵
書（
和

刻
本
と
唐
本
に
区
別
さ
れ
る
）
と
第
二
代
塾
主
広
瀬
旭
荘
（
天
保
二
年
〜
同
七
年
の
塾
主
）

の
蔵
書
が
、
架
蔵
さ
れ
る
箱
番
号
ご
と
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
同
文
庫
所
蔵
史
料
を

取
り
上
げ
る
際
に
は
、
同
目
録
中
の
家
宝
・
一
般
・
咸
宜
園
の
別
と
と
も
に
各
史
料
に
付

さ
れ
た
架
蔵
番
号
を
（
家
宝
９
１
５
）
と
い
う
よ
う
に
表
記
す
る
。
ま
た
、
立
川
市

の
国
文
学
研
究
資
料
館
廣
瀬
青
邨
文
庫
に
も
咸
宜
園
蔵
書
目
録
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
青

邨
文
庫
に
は
、
第
三
代
塾
主
青
邨
（
安
政
二
年
〜
文
久
三
年
の
塾
主
）（
４
）
の
子
孫
か
ら

寄
贈
さ
れ
た
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
同
文
庫
中
の
史
料
を
使
用
す
る
際
に
は
、
架
蔵

番
号
を
（
青
邨
文
庫
171
）
と
い
っ
た
よ
う
に
表
記
す
る
。

　

日
記
史
料
と
し
て
、淡
窓
・
林
外
・
青
邨
の
日
記
と
『
咸
宜
園
日
記
』
を
使
用
す
る
。『
淡

窓
日
記
』
に
つ
い
て
は
、『
増
補
淡
窓
全
集
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
。『
林
外

日
記
』
と
『
咸
宜
園
日
記
』
は
先
賢
文
庫
に
、『
青
邨
日
記
』
は
青
邨
文
庫
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
（
５
）。
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（2）

鈴木　理恵

１　

蔵
書
の
形
成―

蔵
書
銭
の
徴
収
と
書
籍
の
購
入―

　

咸
宜
園
で
は
塾
生
か
ら
徴
収
し
た
「
蔵
書
銭
」
で
書
籍
を
購
入
し
て
蔵
書
を
形
成
し
、

閲
覧
に
供
し
て
い
た
。
本
節
で
は
、
蔵
書
銭
徴
収
の
実
態
や
購
入
さ
れ
た
書
籍
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る
。

　

三
澤
勝
己
は
、
蔵
書
銭
徴
収
を
開
始
し
た
の
が
、
淡
窓
の
末
弟
広
瀬
旭
荘
で
あ
っ
た
こ

と
を
、
次
の
史
料
に
も
と
づ
い
て
指
摘
し
て
い
る
（
６
）。

①　

柴
秋
村
「
粛
舎
義
書
目
録
序
」（
７
）

宜
園
僻
二
在
海
西
一
。
人
気
醇
樸
。
勤
学
力
行
。
而
蔵
書
甚
寡
。
旭
荘
先
生
創
レ
寘
二

義
書
一
。
其
法
毎
レ
人
月
納
二
五
十
銭
一
。
借
読
者
加
二
十
銭
一
。
巻
首
皆
鈐
二
三
印
一
。

文
曰
。
宜
園
蔵
書
。
曰
。
月
益
日
加
無
尽
蔵
。
曰
。
社
外
雖
親
戚
故
人
。
不
許
借
覧
。

立
二
監
一
人
一
。
謹
記
二
出
納
一
。
翻
レ
火
覆
レ
油
者
有
レ
罰
。
レ
脳
折
レ
角
者
有
レ
罰
。

先
生
東
徙
後
。
任
二
都
講
舎
長
一
者
。
一
仍
二
其
法
一
。
積
至
二
五
千
余
巻
一
。
今
四
方

遊
士
。
不
レ
負
レ
笈
而
獲
二
観
群
籍
一
。
先
生
之
力
也
。

こ
れ
を
書
い
た
柴
秋
村
は
、嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
七
月
に
大
坂
の
旭
荘
の
塾
（
粛
舎
）

に
入
門
し
た
。
同
六
年
八
月
に
旭
荘
と
と
も
に
塾
蔵
書
の
点
検
を
な
し
、
目
録
を
作
成
し

て
い
る
こ
と
が
、
旭
荘
の
日
記
か
ら
知
れ
る
。
従
っ
て
、
右
は
そ
の
蔵
書
目
録
の
序
文
と

し
て
書
か
れ
た
も
の
と
、
三
澤
は
指
摘
す
る
。

　

序
文
の
な
か
で
も
咸
宜
園
蔵
書
に
関
す
る
記
述
の
み
右
に
掲
載
し
た
。
咸
宜
園
は
、
出

版
業
の
栄
え
た
大
坂
か
ら
は
る
か
西
に
位
置
し
て
い
た
た
め
蔵
書
が
少
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
旭
荘
が
「
義
書
」
を
創
始
し
た
と
い
う
。
そ
の
方
法
と
は
、
書
籍
を
購
入
す
る
た
め

に
、
塾
生
各
人
か
ら
五
〇
銭
を
月
納
さ
せ
、
蔵
書
を
借
用
し
た
者
に
は
一
〇
銭
を
追
加
納

付
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
旭
荘
は
、
三
種
類
の
蔵
書
印
（
後
述
す
る
よ

う
に
右
の
印
の
字
句
に
は
誤
り
が
あ
る
）
を
書
籍
の
巻
首
に
押
し
、
蔵
書
監
一
人
を
置
い

て
出
納
を
記
録
さ
せ
た
。
ま
た
、
書
籍
を
油
で
汚
損
す
る
者
や
捲
い
た
り
折
っ
た
り
す
る

者
を
罰
し
た
。

　

旭
荘
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
日
田
を
離
れ
て
堺
に
移
っ
た
が
、
旭
荘
が
創
始
し

た
「
義
書
」
の
法
や
蔵
書
管
理
法
は
、
そ
の
後
も
咸
宜
園
の
都
講
や
舎
長
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
、
蔵
書
は
五
千
巻
余
り
に
達
し
た
と
い
う
。
遠
方
か
ら
の
遊
学
者
が
書
籍
箱
を
背
負

わ
ず
に
や
っ
て
き
て
も
、
咸
宜
園
で
多
く
の
書
籍
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ひ

と
え
に
旭
荘
の
尽
力
に
よ
る
も
の
だ
と
秋
村
は
い
う
。

　

三
澤
は
、
旭
荘
が
「
義
書
」
を
始
め
た
の
は
、
病
床
に
伏
し
て
い
た
淡
窓
に
代
わ
っ
て

塾
政
を
執
っ
た
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の
こ
と
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

旭
荘
自
身
が
『
九
桂
草
堂
随
筆
』
巻
九
の
な
か
で
「
二
十
ノ
年
ハ
、
淡
窓
公
常
ニ
臥
シ
玉

ヘ
ル
故
、
余
塾
政
ヲ
聞
ケ
リ
。
此
時
塾
ノ
余
銭
ヲ
多
ク
仕
立
テ
、
又
蔵
書
ヲ
買
フ
コ
ト
ヲ

始
メ
タ
リ
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
と
い
う
（
８
）。

　

い
っ
ぽ
う
、
次
の
よ
う
な
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る
。

②　
『
謙
吉
江
致
付
属
候
品
々
目
録
』（
９
）（
青
邨
文
庫
16
）

一
蔵
書　

別
紙
目
録
有
之　

代
銭
三
百
三
拾
貫
文
余

是
ハ
十
年
来
諸
生
一
人
前
一
日
ニ
弐
銅
宛
取
立
候
而
買
入
候
分
也
、
此
法
廃
り
不
申

候
ハ
此
後
も
段
々
増
し
可
申
候
、
名
目
ハ
諸
生
之
物
ナ
レ
ト
モ
実
ハ
此
方
之
物
同
様

ニ
而
珍
重
之
物
也
、
疎
略
な
き
様
可
致
事
、

こ
れ
は
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
淡
窓
が
旭
荘
（
謙
吉
）
に
、
塾
政
と
と
も
に
譲
渡
し

た
物
品
目
録
の
な
か
の
蔵
書
の
項
目
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
別
紙
目
録
」
の
蔵

書
が
、
塾
生
各
人
か
ら
一
日
あ
た
り
二
銅
ず
つ
、
一
〇
年
間
を
か
け
て
取
り
立
て
ら
れ
た

三
三
〇
貫
文
余
り
で
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
保
元
年
か
ら

逆
算
し
て
一
〇
年
前
と
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
あ
た
る
。
同
年
に
徴
収
を
始
め
た

と
す
れ
ば
、
淡
窓
が
蔵
書
銭
の
創
始
者
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
淡
窓

は
、
咸
宜
園
を
開
く
以
前
か
ら
日
湊
銭
を
始
め
て
い
た
。
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
桂

林
園
と
い
う
塾
舎
を
建
築
し
た
時
の
借
金
を
、
塾
生
一
人
一
日
三
銭
ず
つ
を
取
り
立
て
る

日
湊
銭
に
よ
っ
て
返
済
し
て
以
来
、
咸
宜
園
で
も
建
物
の
修
復
営
繕
の
た
め
の
費
用
と
し

て
徴
収
を
継
続
し
て
い
た
（　10
）。
淡
窓
が
蔵
書
銭
徴
収
を
思
い
つ
く
の
は
自
然
な
こ
と
で

あ
る
。

　

蔵
書
銭
の
創
始
者
に
つ
い
て
は
旭
荘
か
淡
窓
か
決
し
難
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
文
政

年
間
に
始
ま
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
文
政
年
間
の
徴
収
額
は
、
史
料
②
に
よ
れ
ば
塾

生
一
人
あ
た
り
一
日
二
銅
と
な
っ
て
い
た
が
、咸
宜
園
門
人
武
谷
祐
之
の
回
想
に
よ
れ
ば
、

月
六
〇
文
だ
っ
た
と
い
う
。
祐
之
は
天
保
七
〜
一
四
年
に
在
籍
し
た
の
で
、
次
の
記
述
は

そ
の
当
時
の
状
況
と
み
な
せ
る
。

③　

武
谷
祐
之
「
南
柯
一
夢
」（　11
）

蔵
書
監
ハ
亦
舎
長
次
席
ヨ
リ
任
ス
、
蔵
書
ノ
出
納
ヲ
司
ル
、
一
人
一
部
ヲ
仮
貸
シ
読

了
リ
テ
他
書
ヲ
仮
貸
シ
、一
時
ニ
数
部
ヲ
仮
サ
ス
。
大
部
ノ
書
ハ
五
六
冊
宛
仮
貸
ス
。

中
・
下
等
生
之
ヲ
仮
ル
、
月
ニ
六
十
文
ヲ
納
ル
。
上
等
ノ
生
ハ
仮
ル
モ
否
モ
亦
之
ヲ

納
ル
、
貯
蓄
シ
匱
乏
ノ
書
ヲ
購
求
ス
。
四
書
五
経
・
蒙
求
・
十
八
史
略
・
文
章
軌
範
・

国
史
略
・
日
本
外
史
等
ノ
書
ハ
数
十
部
宛
ヲ
備
へ
、
廿
一
史
・
十
三
経
其
他
子
類
詩

文
集
及
雑
書
等
モ
備
ヘ
仮
貸
ス
。遠
隔
ヨ
リ
来
遊
ノ
モ
ノ
ニ
ハ
大
ニ
便
利
ヲ
与
ヘ
リ
。

ひ
と
り
が
一
回
に
つ
き
一
部
を
借
用
で
き
、
大
部
の
書
籍
に
つ
い
て
は
五
、六
冊
に
分
け

て
借
り
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
下
等
生
は
、
書
籍
を
借
り
た
場
合
に
は
蔵
書
銭
を
支
払
っ

た
。
上
等
生
に
な
る
と
、
借
用
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
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い
う
。
塾
生
は
成
績
に
よ
っ
て
、下
等
（
無
級
）、中
等
（
四
級
以
下
）、上
等
（
五
級
以
上
）

と
分
け
ら
れ
、
中
下
等
生
に
課
業
が
、
上
等
生
に
試
業
が
課
さ
れ
た
。
課
業
は
毎
日
の
素

読
・
輪
読
・
輪
講
・
会
講
な
ど
か
ら
、
試
業
は
月
九
回
の
詩
・
文
・
書
・
句
読
か
ら
な
っ
た
。

中
下
等
生
は
、
課
業
で
書
籍
を
使
用
し
た
か
ら
、
蔵
書
借
用
の
機
会
が
多
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

四
書
・
五
経
な
ど
の
基
本
的
な
書
籍
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
数
十
部
を
備
え
て
い
た
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
な
い
。
現
存
す
る
最
も
古
い
目
録
『
咸
宜

園
蔵
書
目
録
』（
家
宝
11

42
）に『
十
八
史
略
』が
五
部
三
十
五
本
、四
書
が
四
部
四
十
本
、

『
小
学
』
が
七
部
（
一
部
端
本
）
二
十
六
本
、『
蒙
求
』
が
六
部
（
一
部
端
本
）
二
十
二
本
、

所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
賢
文
庫
に
残
る
『
論
語
集
註
』（
家
宝
書

19

１
）
の
裏
表
紙
見
返
「
冝
園
蔵
書
／
四
書
四
部
之
内
」（
／
は
改
行
を
示
す
、
以
下

同
様
）、『
小
学
句
読
』（
一
般
７
30
）
巻
三
・
四
・
六
の
裏
表
紙
見
返
「
冝
園
蔵
書
／
小

学
六
部
之
内
」
な
ど
の
書
き
込
み
か
ら
み
て
も
、
多
く
て
も
せ
い
ぜ
い
六
、七
部
に
と
ど

ま
る
。

　

咸
宜
園
の
規
約
類
の
な
か
に
蔵
書
銭
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。明
治
期
に
書
か
れ
た「
塾

則
」（
家
宝
11

44

１
）
で
は
、「
財
用
」
の
項
目
の
な
か
に
「
月
謝
塾
費
食
料
（
蔵
書

費
）
等
ハ
毎
月
前
定
ノ
事　

但
月
謝
ハ
金
廿
五
銭
、
塾
費
ハ
外
来
生
金
五
銭
、
内
塾
生
金

八
銭
、
食
料
ハ
金
壹
圓
五
十
銭
内
外
、（
蔵
書
費
ハ
蔵
書
ヲ
借
覧
ス
ル
ト
否
ト
ニ
拘
ハ
ラ

ス
金
一
銭
ト
ス
）」（　12
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、（　

）
内
は
後
筆
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
際
に

機
能
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
疑
わ
れ
る
。

　

表
１
に
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
か
ら
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
ま
で
の
年
間
ご
と

の
蔵
書
銭
総
額
と
購
入
さ
れ
た
書
籍
を
掲
げ
た
。
こ
の
表
は
、〔
宜
園
関
係
会
計
簿
〕（
家

宝
５
４
３
）
や
『
養
老
編
・
養
老
外
編
』（
家
宝
19

６
）（　13
）
を
も
と
に
作
成
し
た
。

会
計
簿
に
よ
る
と
、
蔵
書
銭
徴
収
に
よ
っ
て
毎
年
三
〇
貫
前
後
の
収
入
が
あ
っ
た
。
蔵
書

銭
は
、
月
ご
と
に
「
内
塾
」
と
「
外
宿
」
に
区
別
し
て
集
計
さ
れ
て
い
る
。「
内
塾
」
は

塾
内
寄
宿
生
を
、「
外
宿
」
は
市
中
に
下
宿
し
て
い
た
塾
生
を
指
す
。
よ
り
蔵
書
利
用
率

が
高
い
内
塾
生
か
ら
多
く
徴
収
す
る
よ
う
に
差
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
詳
細

は
不
明
で
あ
る
。

　

購
入
書
籍
を
み
る
と
、
ま
ず
、
出
版
さ
れ
て
間
も
な
い
新
本
が
購
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。天
保
一
四
年（
一
八
四
三
）に
出
た『
古
今
学
変
』が
弘
化
元
年（
一
八
四
四
）に
、

文
久
元
年
の『
四
書
日
講
』『
日
本
政
記
』が
同
二
年
に
購
入
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

淡
窓
塾
主
時
代
は
毎
年
筆
写
料
に
費
や
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に
は
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
い
。
文
久
二
年
に
『
詩
経
』『
尚
書
』『
史
略
』
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
部
前
後
、
慶
応
元

年
に
『
蒙
求
』
四
部
が
購
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
蔵
書
に
入
れ
る
た
め
で
は
な
く

塾
生
へ
の
売
本
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
同
三
年
に
か
け
て
売
却
さ
れ
、
そ
の
代
金
が
蔵
書
銭

と
と
も
に
収
入
に
計
上
さ
れ
て
い
る
。

　

年
に
よ
っ
て
購
入
書
籍
数
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
淡
窓
の
生
前
は
購
入
数
が
少

な
い
。
淡
窓
時
代
の
会
計
簿
『
養
老
編
』
に
よ
れ
ば
、
弘
化
元
年
の
蔵
書
銭
徴
収
総
額
は

四
五
貫
文
ほ
ど
に
の
ぼ
っ
た
。
前
年
の
繰
越
金
と
あ
わ
せ
た
収
入
一
〇
六
貫
八
二
三
文
に

対
し
て
、
支
出
は
一
六
貫
五
二
八
文
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
九
〇
貫
三
四
五
文
を
残
し

た
。
こ
の
繰
越
金
と
弘
化
二
年
の
蔵
書
銭
徴
収
総
額
と
あ
わ
せ
て
一
二
〇
貫
文
ほ
ど
に
達

し
た
は
ず
だ
が
、
こ
の
年
に
多
額
の
出
費
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
翌
三
年
の
収
入
は
七
四
貫

七
四
三
文
（
蔵
書
銭
徴
収
額
を
含
む
）
に
激
減
し
て
い
る
。
だ
か
ら
弘
化
二
年
の
購
入
書

籍
数
は
表
１
よ
り
は
る
か
に
多
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
別
簿
に
記
載
さ
れ
た
た
め
か
、『
養

老
編
』
に
は
そ
の
書
籍
名
が
な
い
。
同
三
年
の
支
出
は
一
七
貫
五
九
七
文
に
抑
え
ら
れ
た

た
め
、
五
七
貫
一
四
六
文
を
翌
年
に
繰
り
越
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
淡
窓
は
蔵
書
銭
を
毎

年
使
い
切
る
の
で
は
な
く
、
積
金
を
し
て
お
い
て
、
多
額
の
支
出
に
備
え
た
よ
う
だ
が
、

青
邨
・
林
外
塾
主
時
代
に
は
逆
に
赤
字
続
き
だ
っ
た
。

　
〔
宜
園
関
係
会
計
簿
〕
中
の
『
家
塾
経
費
録
』『
宜
園
会
計
録
』
に
よ
れ
ば
、
文
久
元
年

の
蔵
書
費
は
八
貫
三
二
文
が
残
っ
た
が
、
同
二
年
は
二
三
両
一
歩
三
朱
の
不
足
、
同
三
年

は
一
四
両
三
歩
一
朱
の
不
足
と
な
っ
た
。
青
邨
・
林
外
塾
主
時
代
の
咸
宜
園
の
財
政
に
つ

い
て
は
井
上
義
巳
が
、
淡
窓
の
千
五
百
両
余
に
及
ぶ
遺
金
を
切
り
崩
し
な
が
ら
経
営
を
続

け
て
い
た
こ
と
や
、
林
外
が
咸
宜
園
大
改
修
を
お
こ
な
っ
た
た
め
に
明
治
初
期
に
莫
大
な

負
債
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（　14
）。
ま
た
、
会
計
簿

の
記
述
か
ら
、
文
久
元
年
五
月
に
青
邨
か
ら
林
外
へ
の
塾
主
交
替
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
表
１
に
見
ら
れ
る
、
年
に
よ
る
購
入
書
籍
数
の
違
い
は
、
こ
う
し
た
塾
主
に

よ
る
経
営
の
あ
り
方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。　

　

蔵
書
に
入
れ
る
書
籍
は
、
大
坂
の
河
内
屋
茂
兵
衛
か
ら
購
入
し
た
。
淡
窓
は
天
保
八
年

の
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
初
編
（　15
）
以
来
著
作
物
の
出
版
を
河
内
屋
茂
兵
衛
に
任
せ
て
い
た

の
で
、
同
書
肆
と
は
強
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
同
書
肆
か
ら
取
り
寄
せ
た
自
ら
の
出
版

著
作
物
を
塾
内
で
販
売
す
る
こ
と
も
し
て
い
た
。　
　

２　

蔵
書
の
管
理

（
１
）
蔵
書
監

　

咸
宜
園
で
は
蔵
書
監
を
置
い
て
蔵
書
を
管
理
さ
せ
た
。
本
節
で
は
、蔵
書
監
の
歴
任
者
、

蔵
書
を
管
理
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
蔵
書
目
録
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

咸
宜
園
の
規
約
類
の
な
か
で
蔵
書
監
の
規
定
は
、「
嘉
永
五
年
壬
子
改
正
塾
約
」（　16
）

に
「
我
家
ノ
器
具
ハ
。
以
塾
長
可
借
。
書
物
類
ハ
蔵
書
監
ヲ
以
テ
可
借
。
皆
瑣
細
ノ
物
タ
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リ
ト
モ
。
借
券
ヲ
出
シ
。
且
預
メ
返
ノ
日
限
ヲ
書
キ
載
ス
ル
コ
ト
」
と
見
え
る
。
明
治
期

の
「
塾
則
」（
家
宝
11

44

１
）
の
「
職
掌
」
の
項
目
に
蔵
書
監
に
つ
い
て
「
蔵
書
ノ

出
入
ヲ
監
視
シ
又
其
保
存
ヲ
計
画
ス
、
一　

蔵
書
監
ハ
毎
月
三
十
日
自
席
ニ
於
テ
諸
生
ニ

貸
渡
シ
タ
ル
書
籍
ノ
検
閲
ヲ
為
ス
ヘ
シ
」
と
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
実
際

に
適
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

蔵
書
監
の
歴
任
者
を
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。
そ
の
初
見
は
、『
淡
窓
日
記
』
文
政

一
一
年
（
一
八
二
八
）
一
〇
月
二
六
日
条
に
現
れ
る
釈
徳
令
（
木
屋
石
門
）
で
あ
る
。
塾

長
と
蔵
書
監
を
兼
務
し
て
い
た
。徳
令
は
、同
五
年
に
入
門
し
、蔵
書
監
当
時
は
二
六
歳
で
、

準
六
級
に
昇
っ
て
い
た
。
別
に
掌
印
と
し
て
蘭
渓
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
掌
印
は
、
そ
の

名
称
か
ら
、
蔵
書
印
を
管
理
し
て
書
籍
に
押
印
す
る
役
職
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
い
で
『
淡
窓
日
記
』
文
政
一
二
年
七
月
二
六
日
条
に
桑
原
純
吾
が
現
れ
る
。
純
吾
は

同
年
三
月
に
入
門
し
、
七
月
に
は
早
く
も
三
級
上
に
昇
り
、
蔵
書
監
に
就
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
六
級
上
ま
で
昇
級
し
て
天
保
三
年（
一
八
三
二
）五
月
に
大
帰（
卒
業
退
塾
）し
た
。

　

秦
春
甫
は
、『
淡
窓
日
記
』
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
六
月
九
日
条
に
「
蔵
書
監
兼
掌

印
」
と
し
て
登
場
す
る
。
当
時
一
七
歳
で
、
月
旦
評
で
は
四
権
六
級
上
に
位
置
し
た
。
春

甫
は
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
七
月
に
入
門
し
た
が
、
そ
の
年
末
に
は
権
四
級
下
に

昇
り
、
翌
年
二
月
に
常
侍
史
に
就
い
た
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
三
権
九
級
下
で
舎

長
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
年
二
月
の
大
帰
時
に
淡
窓
に
「
才
子
」
と
評
さ
れ
た
。

　
『
淡
窓
日
記
』
弘
化
四
年
五
月
二
日
条
に
数
馬
が
蔵
書
監
と
し
て
登
場
す
る
。
当
時
二

権
六
級
上
で
あ
っ
た
。
数
馬
に
つ
い
て
は
、
入
門
簿
に
そ
れ
ら
し
き
人
物
が
見
当
た
ら
な

い
。
弘
化
三
年
七
月
か
ら
同
五
年
八
月
の
大
帰
に
至
る
ま
で
三
年
間
常
侍
史
を
勤
め
た
。

淡
窓
は
大
帰
に
当
た
り
、数
馬
に
つ
い
て「
其
人
愨
実
。才
則
不
レ
及
二
中
品
一
。其
別
可
レ
惜
」

と
書
い
て
い
る
。

　

吉
富
亀
次
郎
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
正
月
に
わ
ず
か
一
一
歳
で
入
門
し
た
。
当

月
に
早
く
も
二
真
三
級
下
に
昇
り
、同
年
末
に
は
二
権
六
級
上
で
常
侍
史
に
就
い
た
。『
林

外
日
記
』嘉
永
七
年
正
月
四
日
条
に
東
家
蔵
書
監
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

同
年
末
に
四
権
八
級
上
で
権
舎
長
に
、
同
八
年
七
月
に
は
三
権
九
級
下
で
舎
長
に
就
き
、

同
年
一
〇
月
に
準
都
講
と
な
っ
た
。

　

徳
蔵
は
、『
咸
宜
園
日
記
』
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
六
月
一
六
日
条
に
「
南
塾
長
兼

西
家
蔵
書
監
」
と
し
て
、
同
年
八
月
晦
日
条
に
「
東
塾
長
兼
東
家
蔵
書
監
」
と
し
て
登
場

す
る
。徳
蔵
の
入
門
年
や
月
旦
評
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。徳
蔵
の
例
に
よ
っ

て
、
東
西
に
蔵
書
監
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
、
一
人
が
両
方
を
歴
任
で
き
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
『
家
塾
職
掌
及
年
中
行
事
』（
青
邨
文
庫
139
）
で
も
蔵

書
監
は
東
西
に
分
け
ら
れ
、東
家
蔵
書
監
は
講
堂
長
兼
職
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

咸
宜
園
の
建
物
は
、
道
路
を
挟
ん
で
東
西
に
分
か
れ
、「
東
家
」「
西
家
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。「
東
家
」
に
は
塾
主
居
宅
で
あ
る
秋
風
庵
や
講
堂
、
東
塾
な
ど
が
あ
り
、「
西
家
」
に

は
考
槃
楼
や
西
塾
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
蔵
書
も
東
西
そ
れ
ぞ
れ
に
保
管
さ
れ
、
そ
れ
を

管
理
す
る
蔵
書
監
も
個
別
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

大
渡
又
三
郎
は
、『
咸
宜
園
日
記
』
文
久
二
年
八
月
晦
日
条
に
「
為
二
南
塾
長
兼
西
家
蔵

書
監
一
、
為
二
履
監
一
如
レ
故
」
と
出
る
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
三
月
に
入
門
し
、
蔵

書
監
に
就
い
た
時
に
は
二
〇
歳
で
あ
っ
た
。
月
旦
評
上
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
の
ほ
か
に
、蔵
書
監
歴
任
者
と
し
て
、水
築
新
、南
方
厚
蔵
、石
田
鐵
平
、亀
谷
省
軒
、

高
嶋
節
之
輔
、
広
瀬
敬
四
郎
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（　17
）。
こ
れ
ら
詳
細
不
明
の
者
を
別
に

す
る
と
、
蔵
書
監
歴
任
者
の
傾
向
と
し
て
、
六
級
で
蔵
書
監
に
就
い
て
い
る
こ
と
、
常
侍

史
を
歴
任
し
て
い
る
こ
と
、
舎
長
や
塾
長
な
ど
の
枢
要
の
職
に
昇
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を

看
取
で
き
る
。
一
二
歳
で
就
い
た
例
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
若
年
者
で
も
勤
め
る
こ
と
が

で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
史
料
③
で
武
谷
祐
之
が
「
蔵
書
監
ハ
亦
舎
長
次
席
ヨ
リ
任
ス
」
と

記
し
て
い
た
が
、実
際
に
成
績
優
秀
な
者
が
蔵
書
監
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

（
２
）
蔵
書
目
録
の
作
成

　

咸
宜
園
で
蔵
書
目
録
が
最
初
に
作
成
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
史
料
②
で
見
た
よ

う
に
、
遅
く
と
も
天
保
元
年
に
は
蔵
書
目
録
に
相
当
す
る
も
の
が
存
在
し
た
。『
淡
窓
日

記
』
に
よ
れ
ば
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
三
月
一
五
・
一
六
日
に
、
淡
窓
は
蔵
書
を
検

閲
し
て
函
笥
を
整
理
し
て
い
る
が
、
蔵
書
目
録
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
嘉
永
七
年

（
一
八
五
四
）
閏
七
月
三
日
条
に
「
与
二
孝
之
助
一
検
二
蔵
書
一
。
作
簿
」
と
あ
っ
て
、
淡
窓

と
孝
之
助
（
林
外
）
は
蔵
書
を
検
閲
し
て
簿
冊
を
作
成
し
て
い
た
。
孝
之
助
は
旭
荘
の
子

で
あ
り
、
淡
窓
の
甥
に
当
た
る
が
、
こ
こ
で
は
都
講 

（　18
）
と
し
て
淡
窓
の
補
助
を
し
て

い
る
。
翌
日
も
作
業
は
続
い
た
。
淡
窓
は
「
久
不
レ
検
二
蔵
書
一
。
至
レ
此
審
二
巻
典
一
。
定
二

箱
函
一
。
且
厳
二
仮
借
法
一
。
庶
无
二
紛
失
一
耳
」
と
日
記
に
記
し
て
お
り
、
巻
典
を
審
ら
か

に
し
て
、
各
書
籍
の
保
管
箱
を
定
め
、
簿
冊
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
仮
借
法
を
厳
密
に
し

て
書
籍
の
紛
失
を
防
ご
う
と
し
た
よ
う
だ
（　19
）。
こ
の
時
に
目
録
が
作
成
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
存
す
る
最
も
古
い
目
録
は
『
咸
宜
園
蔵
書
目
録
』（
家
宝
11

42
）
と
『
校
正
東
家

蔵
書
目
録
』（
家
宝
11

43
）
で
あ
る
。
後
者
は
東
家
の
蔵
書
目
録
で
、
内
題
「
東
観
蔵

書
目
録
」
の
下
に
「
丁
巳
改
正
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
安
政
四
年
に
作
成
さ
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
奥
に
蔵
書
監
水
築
新
と
書
記
釈
凌
雲
の
記
名
が
あ
り
、
凌
雲
は
同

年
五
月
に
入
門
し
て
い
る
こ
と
か
ら
同
目
録
は
そ
れ
以
降
に
ふ
た
り
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
っ
ぽ
う
の
『
咸
宜
園
蔵
書
目
録
』
は
、
西
家
の
蔵
書
目
録
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
の
第
一
は
、
同
目
録
中
に
記
載
さ
れ
た
「
藩
翰
譜
」
の
下
に
後
筆
の
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割
書
で
「
丁
巳
六
月
念
八
日
／
于
蔵
家
レ
東
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
脇
に
後
筆
で
「
ナ

ヲ
西
家
ニ
ア
リ
」
と
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
同
目
録
中
に
記
載
さ
れ
た
書
籍
の
な
か
で
現

存
す
る
『
和
漢
年
契
』（
一
般
41

35
）
と
『
小
学
』（
一
般
７
31
）
の
奥
に
そ
れ
ぞ
れ
「
西

家
蔵
書
」、「
西
塾
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
『
咸
宜
園
蔵
書
目
録
』（
以
下
、
西
家
目
録
と
略
す
）
は
二
三
丁
か
ら
な
り
、
末
尾
に
別

紙
二
丁
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。『
校
正
東
家
蔵
書
目
録
』（
以
下
、
東
家
目
録
と
略
す
）
は

四
七
丁
か
ら
な
る
。
い
ず
れ
も
、
後
代
に
表
紙
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
っ
た
ん
作
成
さ

れ
た
の
ち
、
蔵
書
の
増
加
や
紛
失
に
伴
っ
て
増
訂
さ
れ
て
い
る
。

　

西
家
目
録
は
一
五
丁
か
ら
な
る
「
咸
宜
園
蔵
書
目
録
」
と
八
丁
か
ら
な
る
「
野
菊
村
雑

処
」
上
下
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。「
咸
宜
園
蔵
書
目
録
」
は
、
半
丁
に
五
行
つ
ま
り
五
点

の
書
籍
の
名
称
と
本
数
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
合
計
一
〇
七
点
一
〇
八
七
冊
が
、「
通
鑑

綱
目
」
か
ら
始
ま
り
、「
第
一
」
か
ら
「
第
二
十
二
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。「
通
鑑
綱
目
」

は
、
全
一
一
七
本
が
四
筺
に
分
け
て
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
第
一
」

に
は
「
歴
史
綱
鑑　

四
十
本
」
と
「
泰
平
年
表　

七
本
」
の
計
四
七
冊
、「
第
二
」
に
は
「
漢

書　

五
十
本
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
ま
と
ま
っ
た
冊
数
に
ひ
と
つ
の
番
号
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
か
ら
、「
第
一
」
か
ら
「
第
二
十
二
」
は
書
籍
を
保
管
し
た
箱
の
番
号
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
蔵
書
目
録
は
架
蔵
状
態
を
も
示
し
て
い
る
。

　
「
野
菊
村
雑
処
上
」
は
、
半
丁
に
五
行
ず
つ
三
丁
に
わ
た
り
書
名
と
本
数
が
書
か
れ
、

そ
の
あ
と
に
続
く
「
野
菊
村
雑
処
下
」
も
同
様
の
形
式
で
五
丁
に
及
ぶ
。
上
下
あ
わ
せ
て

七
七
点
六
〇
一
冊
と
な
る
。「
咸
宜
園
蔵
書
目
録
」
と
「
野
菊
村
雑
処
」
上
下
は
筆
跡
や

記
載
様
式
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
（　20
）。
た
だ
、
各
目
録
に
記
載
さ
れ
た
書
名
を
現
存
書
籍
と
対
照
検
討
し
た
と
こ
ろ
、

作
成
時
期
は
異
な
る
よ
う
だ
。「
咸
宜
園
蔵
書
目
録
」
所
載
書
籍
に
は
文
化
〜
天
保
年
間

の
刊
記
を
持
つ
も
の
が
比
較
的
多
い
。『
克
己
篇
』（
家
宝
10

１
５
）
が
嘉
永
四
年

（
一
八
五
一
）
の
題
言
を
持
ち
、
現
在
確
認
で
き
る
な
か
で
最
も
新
し
い
。
そ
れ
に
対
し

て
、「
野
菊
村
雑
処
」
所
載
書
籍
は
弘
化
・
嘉
永
年
間
の
刊
記
を
持
つ
も
の
が
比
較
的
多
い
。

最
も
新
し
い
の
は
安
政
四
年
序
を
持
つ『
彙
纂
詩
法
纂
要
』（
咸
34

７
）で
あ
る
。
ま
た
、

少
な
く
と
も
一
一
点
は
嘉
永
三
年
か
ら
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
か
け
て
購
入
さ
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
で
、特
に
安
政
六
年
購
入
本
が
六
点
を
占
め
る
。こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
咸

宜
園
蔵
書
目
録
」
が
よ
り
古
い
も
の
で
、
嘉
永
・
安
政
年
間
以
前
の
蔵
書
内
容
を
示
す
も

の
と
い
え
る
。「
野
菊
村
雑
処
」
は
、
安
政
年
間
以
後
万
延
元
年
ま
で
に
蔵
書
に
加
え
ら

れ
た
も
の
が
中
心
を
占
め
る
。

　

巻
末
に
添
付
さ
れ
た
別
紙
二
枚
の
綴
は
、
半
丁
七
行
で
書
か
れ
、
合
計
二
七
点
一
五
二

冊
に
及
ぶ
。
そ
の
う
ち
の
一
六
点
は
万
延
元
年
か
ら
文
久
二
年
上
半
期
ま
で
に
購
入
さ
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
原
表
紙
見
返
に
記
さ
れ
た
一
〇
点
は
、
す
べ
て
が
文
久
二
年

下
半
期
（　21
）
に
購
入
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
別
紙
綴

は
文
久
二
年
に
、
原
表
紙
見
返
は
同
二
年
末
以
降
に
補
訂
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

本
文
と
別
紙
綴
と
原
表
紙
見
返
の
筆
跡
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
、
三
人
の
手
が
入
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
蔵
書
の
点
検
を
行
っ
た
際
に
付
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
ヽ
や
〇
の
印

が
あ
る
も
の
の
、
東
家
目
録
に
比
べ
れ
ば
少
な
い
。

　

東
家
目
録
は
、
一
五
丁
か
ら
成
る
「
東
観
蔵
書
目
録
」
と
二
六
丁
か
ら
成
る
「
苓
陽
閣

蔵
書
目
録
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
期
に
同
筆
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
半
丁
に
六

行
で
六
点
の
書
籍
名
と
本
数
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
全
体
に
お
び
た
だ
し
い
数
の
ヽ
、
〇

や
△
な
ど
の
印
が
墨
や
朱
で
加
え
ら
れ
て
お
り
、
本
目
録
が
蔵
書
点
検
に
利
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
彷
彿
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
か
二
〇
丁
余
り
に
わ
た
り
下
部
が
破
損
し
て
い
る
。

　
「
東
観
蔵
書
目
録
」
は
「
第
一
行
」
か
ら
「
第
六
行
」
ま
で
分
け
ら
れ
、
第
一
行
二
〇

点
一
一
三
本
、
第
二
行
二
〇
点
一
〇
八
本
、
第
三
行
一
六
点
一
三
二
本
、
第
四
行
四
一
点

一
一
二
本
、
第
五
行
六
六
点
一
七
八
本
、
第
六
行
三
点
八
六
本
、
合
計
一
六
六
点
七
二
九

本
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
苓
陽
閣
蔵
書
目
録
」
は
、「
第
一
箱
」
か
ら
「
第
三
十
七
箱
」

ま
で
の
架
蔵
箱
別
に
書
籍
が
記
さ
れ
て
い
る
。
現
存
書
籍
と
対
照
し
て
検
討
す
る
と
、「
苓

陽
閣
蔵
書
目
録
」
の
「
第
一
箱
」
か
ら
「
第
十
七
箱
」
ま
で
に
記
載
さ
れ
た
書
籍
は
唐
本

で
あ
り
、「
第
二
十
七
箱
」
に
も
唐
本
が
多
い
。
西
家
目
録
に
は
唐
本
は
二
〇
点
ほ
ど
し

か
確
認
で
き
な
い
の
で
、
咸
宜
園
蔵
書
中
の
唐
本
は
ほ
ぼ
東
家
の
苓
陽
閣
に
保
管
さ
れ
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
「
東
観
」
と
「
苓
陽
閣
」
は
建
物
名
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
東
観
は
「
春
秋
園
」
と

も
書
か
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
建
物
を
指
す
の
か
不
明
で
あ
る
。『
咸
宜
園
日
記
』

元
治
元
年
五
月
一
五
日
条
に
「
謁
先
生
於
講
堂
、
午
後
閲
蔵
書
分
西
東
、
西
蔵
於
考
槃
楼
、

東（
マ
マ
）

東
苓
陽
閣
」
と
あ
る
の
で
、
当
時
の
西
家
で
は
考
槃
楼
に
、
東
家
で
は
苓
陽
閣
に
蔵
書

が
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

記
載
さ
れ
た
書
籍
総
数
は
、
西
家
目
録
が
二
三
九
点
二
四
三
三
冊
、
東
家
目
録
が

四
九
九
点
二
九
八
二
冊
以
上
（　22
）
に
及
び
、
両
目
録
の
合
計
は
七
三
八
点
約
五
四
一
五

冊
以
上
に
達
す
る
。
史
料
②
で
、
旭
荘
が
蔵
書
銭
徴
収
を
創
始
し
て
以
来
嘉
永
六
年
ま
で

に
蔵
書
が
積
も
っ
て
五
千
巻
余
り
に
達
し
た
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
数
値
と
も
ほ
ぼ

合
致
す
る
。
し
か
し
、こ
れ
ら
の
書
籍
す
べ
て
が
、塾
生
か
ら
徴
収
さ
れ
た
蔵
書
銭
に
よ
っ

て
購
入
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
淡
窓
の
個
人
蔵
書
を
加
え
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
冊

数
を
確
保
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
淡
窓
の
蔵
書
に
つ
い
て
は
、
諸
史
料
に
ほ
と

ん
ど
記
載
が
な
い
。『
淡
窓
日
記
』
文
政
一
一
年
八
月
九
日
条
に
「
淡
窓
」（
書
斎
）
が
雨

漏
り
し
た
た
め
、
女
中
や
塾
生
に
書
籍
を
移
動
さ
せ
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。『
万
善
簿
』
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天
保
七
年
七
月
一
〇
日
条
に
は
「
荀
子
二
部
借
レ
塾
」
と
あ
っ
て
淡
窓
は
自
分
の
蔵
書
か

ら
『
荀
子
』
二
部
を
塾
に
貸
し
出
し
て
い
る
か
ら
、
淡
窓
の
蔵
書
が
塾
蔵
書
と
は
別
置
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。『
万
善
簿
』
同
一
三
年
二
月
二
日
条
に
は
「
出
二
蔵
書
一

入
レ
塾
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
淡
窓
の
蔵
書
を
貸
し
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ

と
も
淡
窓
蔵
書
を
拠
出
し
て
咸
宜
園
蔵
書
に
含
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
不
明
で
あ

る
。

　

現
存
書
籍
の
な
か
に
淡
窓
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
た
も
の
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
は
、
も

と
も
と
淡
窓
個
人
の
蔵
書
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
先
賢
文
庫
に
保
管
さ
れ
る

書
籍
の
印
記
は
、
咸
宜
園
関
連
（
ア
「
冝
園
之
蔵
書
」、
イ
「
同
社
之
外
雖
親
戚
故
人
社

外
不
許
借
覧
」、
ウ
「
日
益
月
加
無
尽
蔵
」、
エ
「
宜
園
蔵
書
」）、
広
瀬
家
関
連
（「
広
瀬

氏
本
家
」「
広
瀬
氏
本
家
旧
蔵
」）、
旭
荘
関
連
（「
旭
荘
珍
蔵
」）
に
大
別
さ
れ
る
。
咸
宜

園
蔵
書
す
べ
て
に
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
押
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
ア
イ
ウ
か
ウ
エ
の
組
み
合
わ
せ
が
多
い
。
ア
イ
ウ
三
つ
が
押
さ
れ
た
場
合
に
は
縦

一
列
に
ア
イ
ウ
の
順
に
並
べ
ら
れ
る
規
則
性
が
あ
る
。
広
瀬
家
蔵
書
印
は
、
後
代
に
施
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。こ
れ
ら
に
対
し
て
淡
窓
の
蔵
書
で
あ
る
こ
と
を
示
す「
広
瀬
建
印
」「
子

基
」
が
押
さ
れ
た
書
籍
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
段
階
で
、
わ
ず
か
な
書

籍
を
除
い
て
淡
窓
の
蔵
書
の
多
く
が
塾
蔵
書
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
が
、
そ

の
検
証
は
難
し
い
。

　

淡
窓
に
比
し
て
旭
荘
や
青
邨
の
蔵
書
は
多
い
。
天
保
七
年
に
堺
へ
移
る
際
に
家
具
や
書

籍
を
淡
窓
に
預
け
て
い
っ
た
こ
と
が
『
淡
窓
日
記
』
の
四
月
一
六
日
条
や
六
月
二
三
日
条

か
ら
う
か
が
え
る
。
旭
荘
死
後
に
作
成
さ
れ
た
「
文
敏
公
蔵
書
目
録
」
に
は
一
〇
一
点

一
七
三
冊
五
七
帙
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（　23
）。
青
邨
も
嘉
永
四
年
七
月
一
〇
日
条
の
日
記

に
「
晒
二
予
蔵
書
一
、一
々
録
レ
之
」
と
あ
る
の
で
、
当
時
か
ら
蔵
書
目
録
を
作
成
し
て
い

た
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
が
、
青
邨
文
庫
に
蔵
書
目
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

３　

蔵
書
の
保
管
維
持

　

咸
宜
園
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
い
っ
た
ん
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
同
年
以

降
の
蔵
書
の
冊
数
や
保
管
方
法
を
記
し
た
史
料
を
時
系
列
で
追
い
な
が
ら
、
咸
宜
園
蔵
書

の
保
管
維
持
の
状
況
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、史
料
④
は
青
邨
（
範
治
）

に
よ
っ
て
負
債
返
済
や
維
持
管
理
の
た
め
の
改
革
案
と
し
て
、
屋
宅
田
園
・
貸
付
・
借
用

な
ど
の
項
目
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
な
か
の
「
書
籍
」
の
部
分
で
あ
る
。
全
七
条
の

う
ち
第
一
条
お
よ
び
第
六
条
を
掲
げ
た
。

④　

明
治
七
年
九
月
八
日
付
広
瀬
範
治
「
咸
宜
園
改
革
ニ
付
愚
考
」（　24
）

第
一
条　

咸
宜
園
蔵
書
・
旭
荘
蔵
書
と
二
ツ
ニ
分
ち
有
之
ニ
付
、
今
般
取
調
候
目
録

二
通
ニ
い
た
し
置
候
事
、

第
六
条　

今
般
御
布
達
ニ
付
蔵
書
目
録
さ
し
出
シ
置
候
、
若
シ
右
書
中
ニ
御
用
本
等

有
之
候
節
ハ
夫
々
手
数
相
か
ゝ
り
候
間
誰
成
共
相
雇
ひ
候
而
用
弁
い
た
し

候
様
い
た
し
度
事
、

第
一
条
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
咸
宜
園
蔵
書
と
旭
荘
蔵
書
に
二
分
さ
れ
て
い
た
保
管
状
態

に
従
っ
て
目
録
が
二
通
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
六
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
蔵
書
目

録
は
、
布
達
に
応
じ
て
提
出
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
に
提

出
さ
れ
た
目
録
の
下
書
き
が
、「
咸
宜
園
蔵
書
目
録　

旭
荘
蔵
書
目
録
」（
青
邨
文
庫
171
）

で
あ
る
。
表
紙
に
「
明
治
七
甲
戌
九
月
八
日
県
庁
江
差
出
候
節
之
下
書
」
と
あ
る
。
広
瀬

敬
四
郎
（
旭
荘
の
子
）
の
監
修
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
両
目
録
が
綴
じ
ら
れ
て
一
冊
に

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
録
の
末
尾
に
合
計
冊
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
咸
宜
園
蔵

書
は
「
通
計
五
百
八
十
二
部　

五
千
九
十
七
本　

内
三
十
九
本
欠
」、
旭
荘
蔵
書
は
「
通

計
百
六
十
三
部　

千
四
十
二
本　

内
一
本
欠
」
で
両
方
の
総
計
は
「
七
百
四
十
五
部　

六
千
百
三
十
九
本　

内
四
十
本
欠
」
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
架
蔵
状
態
に
即
し
た
目

録
に
な
っ
て
い
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
『
広
瀬
先
賢
文
庫
目
録
』
の
記
載

順
序
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遅
く
と
も
明
治
七
年
に
は
、
現
在
の
架
蔵

状
態
の
原
型
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
「
旧
幕
府
領
地
内
家
塾
」（
青
邨
文
庫
141
）
は
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
の
文
部
省
調

査
に
応
じ
て
提
出
し
た
も
の
の
控
え
で
あ
る
。「
塾
主
行
事
及
著
書
蔵
書
」
の
項
目
に
「
蔵

書
ハ
和
漢
書
籍
凡
五
千
巻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
文
部
省
が
発
行
し
た
『
日
本
教
育
史
資

料
九
』
の
大
分
県
の
部
に
咸
宜
園
は
な
い
が
、
附
録
に
「
広
瀬
建
私
塾
」
と
し
て
詳
細
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
「
蔵
書
ノ
種
類
部
数　

経
書
八
十
七
部　

歴
史
和
漢

五
十
六
部
、
諸
子
類
十
二
部
、
詩
文
集
三
百
六
十
二
部
、
雑
書
五
百
四
十
七
部
」（　25
）
と

し
て
、
合
計
一
〇
六
四
部
の
蔵
書
が
分
類
さ
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
咸
宜
園
』
第
一
集
の
「
雑
纂
」
で
、

大
分
県
庁
に
届
け
出
た
咸
宜
園
の
概
要
を
掲
載
し
た
な
か
に
「
蔵
書
ハ
和
漢
書
籍
凡
一
万

巻
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
年
に
は
東
塾
を
売
却
し
た
資
金
を
も
と
に
、
咸
宜
園
秋
風
庵
の

東
側
に
書
蔵
庫
が
建
設
さ
れ
た
（　26
）。

　

咸
宜
園
閉
鎖
後
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
蔵
書
は
広
瀬
宗
家
の
所
蔵
と
な
っ

た（　27
）。
同
四
二
年
に
宜
園
文
庫
の
設
立
が
企
図
さ
れ
た
。「
宜
園
文
庫
創
立
趣
意
書
草
案
」

（
青
邨
文
庫
148
）
に
よ
れ
ば
、「
今
ヤ
昔
時
ノ
紀
念
ト
シ
テ
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
僅
ニ
淡
窓
先
生

ノ
旧
居
和
肅
堂
、
遠
思
楼
及
蔵
書
五
千
余
巻
ヲ
存
ス
ル
ノ
ミ
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
「
蔵
書

遺
蹟
等
ヲ
不
朽
ニ
伝
ヘ
以
テ
徳
育
ニ
裨
益
シ
風
教
ヲ
維
持
」
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
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鈴木　理恵

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
大
正
五
年
（（
一
九
一
六
））
に
淡
窓
図
書
館

を
設
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
の
文
章
が
そ
の
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。

①　

古
泉
学
人
『
三
隈
鈔
』（　28
）

先
是
日
田
郡
教
育
会
に
て
は
、
会
の
事
業
と
し
て
、
宜
園
文
庫
設
立
の
議
あ
り
し
と

雖
も
、
故
あ
り
て
果
さ
ず
、
只
僅
か
に
数
百
冊
の
新
刊
書
を
以
て
、
巡
回
文
庫
を
起

し
、
其
素
因
を
作
り
つ
ゝ
あ
り
し
が
、
大
正
四
年
大
典
記
念
事
業
と
し
て
、
図
書
館

建
設
に
決
し
、
同
年
十
月
工
を
竣
へ
た
る
も
の
、
実
に
此
淡
窓
図
書
館
な
り
、
本
館

三
十
二
坪
五
合
、玄
関
一
坪
三
合
、講
演
会
場
四
十
九
坪
五
合
、書
庫
八
坪
七
合
五
勺
、

渡
廊
下
二
十
二
坪
便
所
五
坪
、
此
建
築
経
費
金
数
千
円
、
総
て
郡
内
有
志
及
宜
園
縁

故
者
等
の
寄
附
に
し
て
、
敷
地
五
百
余
坪
は
広
瀬
宗
家
の
提
供
に
係
れ
り
、
大
正
五

年
四
月
一
日
よ
り
開
館
、
当
時
図
書
は
、
従
来
広
瀬
宗
家
に
蔵
せ
し
、
淡
窓
、
旭
荘
、

林
外
三
先
生
等
の
遺
著
及
蔵
書
七
千
余
巻
、
並
に
元
巡
回
文
庫
の
新
刊
書
籍
等
千
数

百
冊
に
過
ぎ
ざ
り
し
と
雖
も
、
年
々
新
刊
の
購
入
を
為
し
、
以
て
内
容
の
充
実
を
図

り
つ
ゝ
あ
り
。
因
に
開
館
時
限
は
毎
日
午
前
八
時
よ
り
午
後
十
一
時
ま
で
な
り
。

咸
宜
園
講
堂
跡
に
淡
窓
図
書
館
が
建
設
さ
れ
、
咸
宜
園
蔵
書
は
広
瀬
家
か
ら
淡
窓
図
書
館

に
委
託
さ
れ
た
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻
例
言
に
よ
れ
ば
、
そ
の
冊
数
は
五
五
七
六
冊

で
あ
っ
た
と
い
う
。
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
刊
行
の
『
淡
窓
全
集
』
下
巻
に
掲
載
さ
れ

た
目
録
は
、
次
の
よ
う
に
分
け
て
作
成
さ
れ
、
伝
来
形
態
に
従
っ
て
函
架
番
号
別
に
書
名

と
冊
数
が
記
さ
れ
た
。

咸
宜
園
蔵
書　

六
二
箱
（
四
一
三
点
二
六
七
〇
冊
、「
東
京
行
」
二
〇
点
一
一
三
冊
）

唐
本
類　
　
　

三
三
箱
（
一
二
六
点
二
〇
二
四
冊
、「
東
京
行
」
二
点
二
〇
冊
）

梅
墩
荘
（
旭
荘
）
蔵
書　

一
五
箱
（
一
四
五
点
八
九
二
冊
）

　

蔵
書
の
合
計
は
、
六
八
四
点
五
五
八
六
冊
と
な
り
、
ほ
か
に
「
東
京
行
」
二
二
点

一
三
三
冊
が
あ
る
。「
東
京
行
」
と
は
書
籍
の
冊
数
の
下
に
書
か
れ
た
注
記
で
、
そ
の
書

籍
が
東
京
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
う
ち
の
一
部
は
、
現
在
、
青
邨
文
庫
や

国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
は
、『
咸
宜
園
蔵
書
目
録
』
が
、
杉
本
勲
を
代
表
者
と

す
る
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
施
設
の
関
係
者
ら
二
五
名
か
ら
組
織
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
研
究
の
一
環
と
し
て
作
成
さ
れ
、
謄
写
版
で
出
版
さ
れ
た
（　29
）。

こ
の
目
録
に
補
訂
を
加
え
、
広
瀬
家
蔵
書
目
録
と
あ
わ
せ
て
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
に

出
版
さ
れ
た
の
が
『
広
瀬
先
賢
文
庫
目
録
』
で
あ
る
。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
淡
窓
図

書
館
閉
鎖
に
よ
っ
て
、
同
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
た
咸
宜
園
蔵
書
が
先
賢
文
庫
（
昭
和
四
四

年
竣
工
）
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
機
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（　30
）。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

咸
宜
園
蔵
書
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
文
政
年
間
よ
り
塾
生
か
ら
毎
月
蔵
書
銭
を
徴
収
し

て
書
籍
を
購
入
し
、
そ
の
蓄
積
の
上
に
淡
窓
蔵
書
も
加
え
る
こ
と
で
、
蔵
書
数
は
文
久
年

間
に
は
五
四
〇
〇
冊
以
上
に
達
し
た
。

　

蔵
書
の
出
納
や
管
理
は
蔵
書
監
が
お
こ
な
っ
た
。
青
邨
・
林
外
塾
主
時
代
に
は
、
東
家

と
西
家
に
蔵
書
が
保
管
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
蔵
書
監
が
置
か
れ
た
。
蔵
書
監
に
は
優
秀
な

上
等
生
が
就
い
た
。
蔵
書
の
管
理
の
た
め
に
、
蔵
書
の
架
蔵
状
態
に
即
し
て
書
名
と
本
数

を
記
し
た
目
録
が
作
成
さ
れ
た
。
蔵
書
点
検
の
際
に
目
録
と
書
籍
を
対
照
し
て
、
書
籍
の

紛
失
が
調
べ
ら
れ
た
。
目
録
は
、
紛
失
や
新
規
購
入
な
ど
に
よ
る
蔵
書
増
減
に
応
じ
て
補

訂
さ
れ
た
。

　

淡
窓
塾
主
時
代
末
期
か
ら
死
後
直
後
に
か
け
て
作
成
・
校
正
さ
れ
た
蔵
書
目
録
を
検
討

し
た
と
こ
ろ
、
蔵
書
が
東
家
と
西
家
に
分
け
て
保
管
・
管
理
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
に

即
し
た
目
録
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
七
年
ま
で
に
架
蔵
方
法
が
変
わ
り
、
和
刻

本
と
唐
本
に
分
け
た
う
え
で
、
書
籍
箱
に
収
め
た
。
そ
の
過
程
で
、
咸
宜
園
蔵
書
の
整
理

が
お
こ
な
わ
れ
た
ら
し
く
、
一
部
は
広
瀬
家
宗
家
に
移
動
し
た
。
先
賢
文
庫
広
瀬
家
蔵
書

の
な
か
に
旧
咸
宜
園
蔵
書
が
混
在
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

同
年
に
大
分
県
庁
に
提
出
さ
れ
た
目
録
で
は
、
架
蔵
箱
に
付
け
ら
れ
た
番
号
の
順
番
に

従
っ
て
記
載
さ
れ
る
形
式
が
と
ら
れ
た
。
さ
ら
に
文
久
三
年
に
死
去
し
た
旭
荘
の
蔵
書
目

録
が
塾
蔵
書
の
目
録
と
セ
ッ
ト
に
さ
れ
た
。
散
逸
し
た
り
東
京
に
移
さ
れ
た
り
架
蔵
箱
が

変
更
し
た
り
し
て
、
明
治
七
年
の
目
録
と
『
広
瀬
家
先
賢
文
庫
目
録
』
に
は
異
同
も
あ
る

が
、
基
本
的
に
は
当
時
の
架
蔵
形
式
や
目
録
形
式
は
、
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
と
み

な
さ
れ
る
。

　

淡
窓
や
青
邨
の
日
記
に
は
、
毎
夏
数
日
間
か
け
て
曝
書
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。
咸
宜
園
蔵
書
が
一
五
〇
年
余
り
の
星
霜
を
経
て
今
日
ま
で
良
好
な
状
態
に
保
た
れ

て
き
た
の
は
、
塾
主
や
塾
生
た
ち
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
明
治
初
期
の
売
却
の
危
機
を
免

れ
、
閉
塾
後
も
散
逸
を
危
惧
す
る
有
志
や
広
瀬
家
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ

る
。

　

咸
宜
園
で
の
淡
窓
の
出
版
物
販
売
の
実
態
解
明
や
咸
宜
園
蔵
書
の
内
容
分
析
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。　
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咸宜園蔵書の形成と管理

【
註
】

（
１
） 
杉
本
勲
「
咸
宜
園
と
洋
学
」（
杉
本
勲
編
『
九
州
天
領
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
六
年
）、
綱
川
歩
美
「
史
料
紹
介
と
翻
刻　

広
瀬
先
賢
文
庫
蔵
書
目
録
」（
横
山

伊
徳
『
近
世
後
期
に
お
け
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
展
開　

日
田
広
瀬
家
を
中

心
に
』（
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書　

研
究
代
表
者
横
山
伊

徳
）
二
〇
〇
九
年
）。

（
２
） 

広
瀬
貞
雄
監
修
、
中
村
幸
彦
・
井
上
敏
幸
共
編
『
広
瀬
先
賢
文
庫
目
録
』
広
瀬
先

賢
文
庫
、
一
九
九
五
年
。

（
３
） 

三
澤
勝
己
「
咸
宜
園
の
漢
籍
収
集
と
塾
生
の
閲
覧
」（『
漢
籍　

整
理
と
研
究
』

一
二
、二
〇
〇
四
年
）、「
近
世
私
塾
の
蔵
書
閲
覧
規
定
試
考―

蜚
英
館
と
気
吹
舎
を
事

例
と
し
て―

」（『
東
洋
文
化
』
一
〇
〇
、二
〇
〇
八
年
）、「
広
瀬
旭
荘
の
咸
宜
園
蔵
書

収
集
の
発
想
に
つ
い
て―

柴
秋
村「
肅
舎
義
書
目
録
序
」を
手
が
か
り
と
し
て―

」（『
国

士
舘
大
学
経
済
研
紀
要
』
二
五
、二
〇
一
三
年
）。

（
４
） 

青
邨
は
塾
主
を
退
い
た
あ
と
日
田
を
出
て
諸
職
を
歴
任
し
、
明
治
一
〇
年
東
京
に

私
塾
東
宜
園
を
開
設
し
た
。

（
５
） 『
淡
窓
日
記
』（
家
宝
１
１
１
）
は
、
文
化
一
〇
年
か
ら
安
政
三
年
ま
で
四
二
冊

に
及
ぶ
。
時
期
に
よ
っ
て「
淡
窓
日
記
」「
遠
思
楼
日
記
」「
欽
斎
日
暦
」「
醒
斎
日
暦
」「
進

修
」「
再
修
録
」「
甲
寅
新
暦
」
に
分
か
れ
、日
田
郡
教
育
会
編
『
増
補
淡
窓
全
集
中
下
巻
』

（
思
文
閣
、
一
九
七
一
年
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
総
称
し
て

『
淡
窓
日
記
』
と
表
記
す
る
。『
林
外
日
記
』（
家
宝
５
１
１
）
は
、
嘉
永
二
年
か
ら

明
治
四
年
ま
で
二
四
冊
に
及
ぶ
。『
青
邨
日
記
』（
青
邨
文
庫
55
）
は
嘉
永
二
年
か
ら
安

政
四
年
ま
で
、『
咸
宜
園
日
記
』（
家
宝
５
１
２
）
は
文
久
元
年
か
ら
明
治
元
年
ま

で
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
な
お
、
日
記
で
は
な
い
が
、
全
集
下
巻
所
載
の
『
万
善
簿
』

も
使
用
す
る
。

（
６
） 

三
澤
勝
己
前
掲
註
（
３
）
二
〇
一
三
年
論
文
。

（
７
） 

柴
緑
著
・
柴
直
編
『
秋
邨
遺
稿　

附
録
』
柴
直
、一
九
〇
一
年
、四
ウ
〜
五
ウ
。
な
お
、

本
稿
で
は
史
料
中
の
漢
字
を
新
字
体
に
改
め
、
漢
文
に
訓
点
を
施
し
た
。

（
８
） 

三
澤
勝
己
前
掲
註
（
３
）
二
〇
一
三
年
論
文
、
六
九
頁
。

（
９
） 

外
題
は
「
久
兵
衛
殿
伸
平
殿
江
相
続
候
事
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
） 

海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園　

こ
と
ご
と
く
皆
宜
し
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
八
年
、
八
四
、八
五
頁
。

（
11
） 

井
上
忠
校
訂
「
武
谷
祐
之
著
『
南
柯
一
夢
』」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』

一
〇
、一
九
六
三
年
、
七
七
頁
。

（
12
） 

中
島
市
三
郎
『
教
聖
広
瀬
淡
窓
の
研
究
』（
増
補
訂
正
）（
第
一
出
版
協
会
、

一
九
四
三
年
（
一
九
三
五
年
初
版
））
の
増
補
「
塾
則
」
一
八
頁
に
翻
刻
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
後
筆
に
つ
い
て
の
情
報
は
欠
い
て
い
る
。

（
13
） 〔
宜
園
関
係
会
計
簿
〕
に
は
、
安
政
六
年
か
ら
明
治
四
年
ま
で
の
会
計
録
一
二
冊
が

含
ま
れ
る
。
詳
細
は
、井
上
義
巳
「
咸
宜
園
の
財
政―

塾
主
の
会
計
記
録
よ
り
見
た―

」

『
日
本
教
育
思
想
史
の
研
究
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
八
年
（
初
出
は
一
九
七
一
年
））
参

照
。『
養
老
編
・
養
老
外
編
』
は
弘
化
元
〜
三
年
お
よ
び
嘉
永
三
年
の
会
計
録
三
冊
で

あ
る
。
詳
細
は
、
原
田
弘
徳
「
咸
宜
園
の
経
営
」（
日
田
市
教
育
庁
世
界
遺
産
推
進
室

編
『
廣
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園―

近
世
日
本
の
教
育
遺
産
と
し
て―

』
日
田
市
教
育
委
員
会
、

二
〇
一
三
年
、
第
一
章
第
五
節
）
参
照
。

（
14
） 

井
上
義
巳
前
掲
註
（
13
）。

（
15
） 

鈴
木
理
恵
「『
遠
思
楼
詩
鈔
』
初
編
の
出
版
経
緯
」『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』

二
〇
、二
〇
一
六
年
。

（
16
） 

前
掲
註
（
５
）
日
田
郡
教
育
会
編
『
増
補
淡
窓
全
集
下
巻
』、
二
三
頁
。

（
17
） 

南
方
厚
蔵
（
安
政
二
年
入
門
）
は
『
校
正
東
家
蔵
書
目
録
』
に
「
台
湾
記
事
」「
職

原
抄
」
を
紛
失
し
た
時
の
蔵
書
監
と
し
て
、
石
田
鐵
平
は
、『
劉
向
説
苑
』（
咸
11

７
）

五
・
六
表
紙
見
返
に
、
亀
谷
省
軒
（
対
馬
の
儒
者
）
は
、『
咸
宜
園
日
記
』
元
治
元
年
五

月
一
五
日
条
に
、高
嶋
節
之
輔
（
明
治
二
年
入
門
）
お
よ
び
広
瀬
敬
四
郎
（
旭
荘
の
子
）

は
『
先
哲
叢
談
』（
一
般
雑
１
１
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

当
時
孝
之
助
が
都
講
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
青
邨
日
記
』
嘉
永
七
年
七
月
二
日
条
に

よ
っ
て
知
れ
る
。

（
19
） 

林
外
も
閏
七
月
二
日
か
ら
三
日
間
蔵
書
を
検
閲
し
た
こ
と
を
日
記
に
記
し
て
い
る
。

二
日
条
に
「
与
二
角
之
進
清
三
郎
一
検
二
東
家
蔵
書
一
」
と
あ
る
。『
青
邨
日
記
』
に
記
述

は
な
い
。

（
20
） 

前
掲
註
（
２
）『
広
瀬
先
賢
文
庫
目
録
』
三
七
頁
に
は
「
林
外
自
筆
」
と
あ
る
。

（
21
） 『
家
塾
経
費
録
』
に
よ
れ
ば
、
別
紙
綴
に
書
か
れ
た
「
洞
葊
筆
記
」「
宋
庵
墨
談
」

は
文
久
二
年
六
月
ま
で
に
購
入
さ
れ
、
原
表
紙
見
返
に
書
か
れ
た
一
〇
点
は
同
年
末
に

購
入
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） 
す
べ
て
の
書
籍
に
つ
い
て
冊
数
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
正
確
な

書
籍
数
を
提
示
す
る
の
は
難
し
い
。
綱
川
歩
美
前
掲
註（
１
）は
、西
家
目
録
が「
二
四
〇

点
二
四
二
四
冊
以
上
」、
東
家
目
録
が
「
五
三
三
点
三
一
六
五
冊
以
上
」
と
し
て
い
る

（
一
六
三
頁
）。

（
23
） 

林
外
の
『
読
書
録
』（
家
宝
５
３
３
）
の
巻
末
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
）
頃
に
林
外
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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鈴木　理恵

Collection and Management of Books in Kangien

Rie Suzuki

Abstract: Kangien (a famous private academy in the Edo period) was established by Hirose 
Tanso in 1817, and continued under Kyokuso (Tanso's younger brother), Seison (the adopted 
heirs), and Ringai (Kyokuso's son) until 1871. In Kangien, the collection of books expanded to 
more than 5400 by the end of Edo period, by collecting money every month from students for 
more than 30 years. The books were divided into two collections, and were kept in the east 
and west houses of Kangien. The collections were managed by the Zosyokan, who were high-
achieving students. The Zosyokan constructed the catalog of books and checked the books 
against it, recording titles and numbers of books. The catalog was revised and enlarged as 
books were lost and purchased. In Kangien, the books were divided into two parts (Japanese 
books and Chinese books) ,and Kyokuso's books were added by 1874. Since then the safekeeping 
of these books has scarcely changed. These books are currently kept in Senkenbunko, in the 
town of Hita (Oita prefecture).

Key words: Kangien, private academy, book collection, catalog of books
キーワード：咸宜園，学問塾，蔵書，蔵書目録
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（
24
） 

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て
入
手
し
た
写
し
に
よ
る
。
原
史
料
は
、
前

掲
註
（
１
）
横
山
伊
徳
ら
の
共
同
研
究
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
目
録
編
の
広
瀬
家
文
書

八
三
三
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
未
見
で
あ
る
。

（
25
） 
文
部
省
編
『
日
本
教
育
史
資
料
九
』
文
部
省
、一
九
〇
四
年
（
一
八
九
二
年
初
版
）、

四
一
三
頁
。

（
26
） 

日
田
市
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
編
『
廣
瀬
淡
窓
の
生
家―

廣
瀬
家
の
歴
史
と
業
績

―

』
日
田
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
、
一
二
二
頁
。

（
27
） 『
咸
宜
園
蔵
書
目
録
』
と
『
校
正
東
家
蔵
書
目
録
』
の
表
紙
に
「
明
治
三
十
七
年
我

宗
家
ニ
引
受
当
時
ノ
在
庫
書
籍････

」
と
書
か
れ
た
昭
和
二
年
の
貞
治
氏
に
よ
る
貼

紙
が
あ
る
。

（
28
） 

古
泉
学
人
『
三
隈
鈔
』
千
原
豊
太
、
一
九
二
五
年
、
一
二
〇
〜
一
二
一
頁
。
本
文

に
付
さ
れ
て
い
た
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
29
） 

杉
本
勲
編
前
掲
註
（
１
）、
五
八
一
〜
五
八
三
頁
。
杉
本
勲
（
代
表
者
）『
日
田
市

立
淡
窓
図
書
館
保
管　

咸
宜
園
蔵
書
目
録
』
九
州
大
学
文
学
部
九
州
文
化
史
研
究
施
設

内
、
一
九
七
〇
年
、
凡
例
二
頁
。

（
30
） 

広
瀬
貞
雄
監
修
、
中
村
幸
彦
・
井
上
敏
幸
共
編
前
掲
註
（
２
）、
ⅱ
頁
。

【
付
記
】

　

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
２
５
３
８
１
０
２
９
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

　

本
稿
作
成
の
た
め
に
、
廣
瀬
貞
雄
氏
か
ら
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
先
賢
文
庫
の
史

料
閲
覧
を
許
可
い
た
だ
き
、
史
料
調
査
で
は
同
館
学
芸
員
の
園
田
大
氏
に
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。


